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ご挨拶

先生がおっしゃった、人は、詩を学んで言葉を豊かにし、
人を尊ぶ礼を身につけ、音楽で和楽の心を養う。
このような積み重ねで心豊かな人になれるのだ。

【解説】

【現代語訳】

「詩」の朗詠、暗誦は言葉を豊かにし、人の情や、
自然への感性を磨きます。
「礼」は相手を思いやり、己を自制する心を養います。
「楽」は和することや響き合いを楽しむものです。
それは人の性情を和らげ、情操を涵養 (かんよう )します。
「詩」と「礼」と「楽」は、豊かな人間性を養う教育の眼目なのです。
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経営計画発表会&ジェイポート 20周年記念納涼祭が行われました！

Ｊトピック

編集後記

Ｊグループスタッフ紹介産業廃棄物収集運搬業優良認定を頂きました

平成 28 年 9月 1日、

兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可

の優良認定を頂きました。

今後とも法令厳守に努め、

更なる信頼をいただけるよう

社員一丸となって邁進して参ります。

今回初めての開催となりました「経営計画発表会」が平成 28 年 8月 6日「太閣園」にて行われました。
代表 樋下による今期経営計画書の読み合わせが行われ、今期の新しい経営指針が発表されました。
また第 2部として「ジェイ・ポート 20 周年記念納涼祭」が行われ、普段お世話になっている協力会社様や、
社員の家族を招待しました。「大家族」というテーマのもと、笑あり涙ありの楽しい時間となりました。
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平成 28 年 10 月　第 32 号

有限会社城東衛生

株式会社ジェイブリッジ

株式会社ジェイ・ポート

https://www.facebook.com/jport.osaka

F

名前 ： 岩木 慶
所属 ： 株式会社ジェイ・ポート
入社歴 ：５年目
生年月日 ：1986 年 9 月 26 日
趣味  ：ドライブ、人間観察

グループ会社のジェイブリッジより異動して、
１年半になりました。まだまだ産業廃棄物を勉強中
ですが、お客様に喜んで頂ける提案を出来るよう
精進致します。

0120-889-530

0120-445-138

0120-530-398

平成 28 年 10 月　第 32 号

知ってるつもりの「論語」

Facebook 絶賛投稿中♪

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

見
て
く
だ
さ
い
ね
！

今年に入って、某野球選手や、大量のカツ横流し事件など、法律違反が明るみに出て
きています。今年は「悪いことをしたら明るみに出る」年周りです。
弊社社長の樋下も今年は「コンプライアンス」として会社全体にを呼びかけおります。
今回、特集ページで「フロン」に対する法律とその法律をどのように守れるかを限られ
た中ですがご紹介させていただきました。廃棄物に関する法律は規模が大きく複雑な
ものが多いですが、守ることで地球や私たち人間にとっても関係のあるものが多いと
改めて実感しました。今後も J通信を通して、皆さまのお役に立てる様な情報を発信
していければと思っております。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Facebook　ジェイ・ポート 検索

https://www.facebook.com/jport.osaka
F

産廃新入生
花ちゃんです︕

F

F

嵐山つゆ花　　

早朝産廃勉強会

平成 28年 10月 20 日
代表取締役社長　樋下　茂

仲秋の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて弊社、株式会社ジェイポートも今年８月におかげさまで設立 20年をこえることができました。
その機会に社是を「いい会社にしよう」と一新させて頂きました。きっかけとなったのが、５０期連続増収増益の
長野県にある伊那食品工業株式会社様に企業視察に行った際、代表取締役会長の塚越寛氏の講演の冒頭
「会社の目的は？」のお話の中で「社員が幸せになるため」「たった一回の社員の人生を幸せに生きるために
存在意義がある」とおっしゃられ、そして二宮尊徳氏の言葉を引用され「遠くをはかる者は富み、
近くをはかる者は貧す」と企業経営は年輪のように永続経営をする。その根幹は「ファンづくり」にある
とのことでした。
その中で「弊社を応援してくださる方は果たして何人いるのだろうか？」と、そして最終的にはたくさんの
お客様にファンになっていただくのが目的ですが、その前に社員はもちろん、社員のご家族に応援して頂かないと
会社の永続は難しいと考え、先日は「納涼会」という名の家族交流会で結束を固めました。
また今年は「コンプライアンス遵守」の強化を一つの柱に社内で週一回でありますが早朝から廃棄物処理法関連の
勉強会を現場・営業・事務所の社員と共に行い、よりお客様にお役に立ち喜んで頂ける存在になることで、
一人ひとりの社員がイキイキと輝く。そのような「いい会社」作りを目指してまいります所存でございますので
引き続き倍旧のご厚情を賜りたく、切にお願い申し上げます。



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
   
 

 

 

今週の特集『フロン排出抑制法について』

フルオロカーボン（フッ素と炭素の化合物）の総称であり、CFC（クロロフルオロカーボン）、 
HCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン）、HFC（ハイドロフルオロカーボン）をフロン排出抑制法ではフロン類と呼んでいます。
化学的にきわめて安定した性質で扱いやすく、人体に毒性が小さいといった性質を有していることから、エアコンや冷蔵庫などの
冷媒用途をはじめ、断熱材等の発泡用途、半導体や精密部品の洗浄剤、エアゾールなど様々な用途に活用されてきました。
しかしながら、オゾン層の破壊、地球温暖化といった地球環境への影響が明らかにされ、より影響の少ないフロン類や
他の物質への代替が、可能な分野から進められています。

産 廃 知 
事務処理の効率化！！
入力操作が簡単で、手間がかかりません。画面上で廃棄物の処理状況を簡単に確認できます。
マニフェスト情報をダウンロードして自由に活用でき、マニフェストの保存が不要です（膨大な保存スペースも不要）。

■フロンとは！？

■影響と対策
オゾン層は上空の成層圏にあり、有害な紫外線を吸収して地球上の生物を守っていますが、 CFC、HCFC などは、大気中に
放出されるとオゾン層まで到達して、オゾン層を破壊してしまい ます。モントリオール議定書に基づき、CFC、HCFC 等の
生産・輸入の国際的な規制が行われていま す。平成２６（2014）年 9 月発行の「WMO ／ UNEP オゾン層破壊の科学アセスメント」
によ ると、規制の効果でオゾン層は回復の兆しを見せていますが、回復には長期間を要し、引き続き 対策を講じる必要があります。

■処理の流れ

フロン類は、オゾン層の破壊や地球温暖化の原因となることから、大気中への放出を抑制するこ とが必要です。 このため、
平成 13 年に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 （フロン回収・破壊法）」が制定され、
業務用冷凍空調機器の整備時・廃棄時のフロン類の回収、 回収されたフロン類の破壊等が進められてきました。

関係者の役割

解体業者

運搬業者

全ての事務所、工場、店舗の皆さん
パッケージエアコンなどの空調機器 ( エア―コンディショナー )
を使用していませんか？冷水器も業務用冷空調空調機器です。
工場プロセスの冷却器も対象となります。

冷蔵倉庫業食品製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業、飲食店、宿泊業などの皆さん
業務用冷蔵庫、ショーケースなどの冷蔵機器、又は冷凍機器を
使用していませんか？

総合リース業などの皆さん
業務用冷蔵庫や空調機器のリースを行っていませんか？

船舶、業務用特殊車両を所有している皆さん

総合建設業、とび・土木・コンクリート工事業・解体工事業、産業廃棄物処分業などの皆さん
建物の解体工事 ( 他の者から請け負ったものを除く。) を発注しようとする者から
直接建物の解体工事を請け負う場合には、業務用冷凍空調機器が設置されていない
ことが明らかな場合を除き、特定解体工事元請業者となります。

第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする
 区域を管轄する都道府県知事の登録を受けることが必要です。（法第 27 条）
　

■制定

ひとつの塩素原子が
媒体となって、多い
ときには数万もの
オゾンを連鎖的に分解
してしまいます

本来のサイクルでは、
分解と生成のバランス
がとれていました

しっかり法令尊守！！
法で定める必須項目をシステムで管理していますので、入力漏れを防止できます。
運搬終了、処分終了、最終処分終了報告の有無を電子メールや一覧表等で確実に確認でき、終了報告の確認期限が近づくと
排出事業者に注意喚起します。そしてマニフェストの紛失の心配がありません。

( 株 ) ジェイ・ポート
第一種フロン類補填回収業登録等通知書

※

※「フロン回収・破壊法」は平成 27 年 4月 1日に「フロン排出抑制法」に改正

何人もフロン類をみだりに放出した場合、「1年以下の

懲役又は 50万円以下の罰金」が科せられます。

※「フロン排出抑制法」より

費用削減！！
紙面マニフェストに比べ約 1/9 の費用での作業も可能！

恵 袋 電子マニフェストのメリット♪

環境省・経済産業省・国土交通省より抜粋


